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【最新情報5月号　トピック一覧】
＊厚生労働省

・民生委員・児童委員活動強化週間における取組みについて（5月9日）
・平成25年度「児童虐待防止推進月間」の標語を募集します。期間は本日から7月5日（金）まで（5月22日）
＊内閣府・男女共同参画推進局

・配偶者暴力相談支援センターにおける保護命令の関与等に関する実態調査（4月12日）
＊警察庁

・コミュニティサイトに起因する児童被害の事犯にかかる調査結果について（平成24年度下半期）（5月13日）

・少年非行情勢（平成24年1月～12月）（5月23日）

＊朝日新聞

・子どもの目で見た貧困・孤立　京都のＮＰＯ、動画で公開（5月6日）
・（社説）道徳教育　白熱教室でいこう　（5月8日）
・自公、子どもの貧困対策法案決定　野党は対案提出へ（5月14日）
・犯罪に当たるいじめを例示　文科省、学校の対応促す狙い（5月17日）
＊SYNODOS（シノドス）

・繊細で微妙な「地位の差」を捉える　『教室内カースト』著者、鈴木翔氏インタビュー（5月3日）
＊毎日新聞

・虐待児:無料で心のケアを　神戸のＮＰＯ、専門医紹介や医療費負担　県・市と連絡体制　／兵庫（５月３日）

・未受診妊婦:大阪府、３年で倍増　生活難、知識欠如（５月１０日）

・妊婦健診:虐待死の子の母親、２割が受けず　厚労省調査（５月１１日）

・大阪府:妊婦相談で虐待防止２割…「ＳＯＳ」事業で効果（５月１２日）

・ハーグ条約:子育て困難なら返還拒否　異例の独自規定に賛否（５月１２日）

・ハーグ条約:期待と懸念　年度内にも加盟（５月１２日）

・課題に挑む:スクールソーシャルワーカー／上　不登校・貧困…プロと連携（５月２０日）

・課題に挑む:スクールソーシャルワーカー／下　親子のこじれ、解きほぐす（５月２７日）
＊読売新聞

・スマホからネットいじめ（５月１６日）

・産後の母子、施設でケア・・・新米ママの不安緩和（５月２７日）

＊厚生労働省

・民生委員・児童委員活動強化週間における取組みについて（5月9日）

　全国民生委員児童委員連合会では、5月12日を「民生委員・児童委員の日」とし、5月12日からの１週間を活動強化週間としています。
民生委員・児童委員は、地域の身近な相談者として、厚生労働大臣の委嘱を受け、生活に関する相談に応じ、助言その他の必要な援助を行うことをその役割としております。さらに今年は、３年に一度の民生委員・児童委員の一斉改選を控え、ふさわしい人材の確保が求められています。
この期間中、各地において、広く地域の皆様や関係機関・団体等に民生委員・児童委員の活動についての理解を深めていただくため、別紙１のとおり様々なPR活動等に取り組む予定としております。
　つきましては、各報道関係機関におかれましては、積極的な取材等にご協力いただきますよう、よろしくお取り計らい願います。
なお、政府としても、政府広報オンライン（お役立ち情報）に、民生委員・児童委員の活動を紹介する予定です。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000031fpt.html
・平成25年度「児童虐待防止推進月間」の標語を募集します。期間は本日から7月5日（金）まで（5月22日）
１．趣　　旨

　児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加しています。特に子どもの生命が奪われるなどの重大な事件も後を絶たず、児童虐待問題は社会全体で解決すべき重要な課題となっています。虐待の発生予防、早期発見・早期対応から虐待を受けた子どもの自立に至るまでの切れ目のない総合的な支援が必要です。
　こうした状況の中で、厚生労働省では毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と定め、児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るため、集中的な広報・啓発活動を実施しています。（平成16年度から実施）
　平成25年度も、この取り組みの一つとして、児童虐待問題に対する理解を国民一人ひとりが深め、主体的な関わりを持てるよう、意識啓発を図ることを目的として、標語の募集を行うこととします。

２．募集内容

(１) テーマ
　上記１の趣旨を簡潔に表現していて、児童虐待問題に関し、国民一人ひとりの意識啓発を図るのにふさわしい、簡潔で覚えやすい標語。　　
(２) 応募資格
　特に制限はありません。どなたでも応募できます。

３．募集期間

　平成25年５月22日（水）から７月５日（金）。郵送の場合は、当日消印有効。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000031skz.html
＊内閣府・男女共同参画推進局

・配偶者暴力相談支援センターにおける保護命令の関与等に関する実態調査（4月12日）
http://www.gender.go.jp/e-vaw/chousa/images/pdf/h25hogomeirei-cyousa.pdf
＊警察庁

・コミュニティサイトに起因する児童被害の事犯にかかる調査結果について（平成24年度下半期）（5月13日）

http://www.npa.go.jp/cyber/statics/h24/h24community-bunseki.pdf
・少年非行情勢（平成24年1月～12月）（5月23日）
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/syounennhikoutounogaiyou.pdf
＊朝日新聞
・子どもの目で見た貧困・孤立　京都のＮＰＯ、動画で公開（5月6日）
	


「貧困を背負って生きる子どもたち　仁の物語」後編から

	

「貧困を背負って生きる子どもたち　仁の物語」前編から


　【中塚久美子】子どもの目からみた貧困と孤立した暮らしを描いた物語が、動画投稿サイト「ユーチューブ」で公開されている。日本では、４０人学級なら６人の子が貧困家庭で育っている計算になる。 
■中学生５人がモデル 

　公開されているのは「貧困を背負って生きる子どもたち　仁（じん）の物語」。ひとり親の生活保護家庭の子どもとサポートする大学生らの姿を、短文と写真と音楽で伝える。前後編それぞれ約５分半。 

　中学３年生の仁は母と弟の３人暮らし。母親が心の病を患って仕事も家事もできなくなり、仁が弟の世話と家事を担う。仁のひとり語りが短文で次々と画面に表れる。　 

　《学校に行ってないんやない。学校に行っている場合じゃないんや》 

　孤立する仁。高校に行かず働くつもりだったが、大学生が無料で教えてくれる勉強会に誘われる。不登校を経験した青年と出会って心を開き、自らの道を選び取っていく。 

　物語をつくったのは、ＮＰＯ法人「山科醍醐こどものひろば」（京都市）。家庭の事情で夜をひとりで過ごす子どもが安心して過ごせる居場所を、２０１０年に設けた。大学生らが勉強を教え、一緒に夕食をとり、自宅へ送る。 

　これまで利用した中３生は１２人。その中の５人のエピソードをつなぎ合わせ、「仁」の人物像をつくりだした。 

■子どもの視点で 

　そのひとり、今春中学を卒業した少年（１５）は小学２年の時から、渡されたお金を持って妹とファミリーレストランに行く。家では得意の卵焼きをつくり食べる。家族で食卓を囲むことはない。「楽しくないご飯はおいしくない。ひろばは楽しかった」。中学にはほとんど行かなかった少年が週１回、素直にひろばに来る理由はそこにあった。 

　別の少年（１５）はずっと不登校がちだった。「ここは家みたいで居心地よかった」。中卒で働くつもりだったが、４月から通信制高校に通う。「勉強がおもしろいと思ったのは初めて」と筆算の繰り上がりからやり直している。 

　脚本は同法人の理事長でスクールソーシャルワーカーの幸重忠孝さん（３９）が書いた。物語の８割は実際のことだ。子どもが口にしなくてもこう感じているだろうということを加えて演出した。「学校や家に居場所がない子たちへの支援の輪を広げようとしても、『親が悪い』『甘えている』と一蹴される。そこを乗り越えるため、子どもの視点に立ったものにした」 

　生活保護費は削減の方向だ。中でも子育て世帯の引き下げが大きい。日本の子どもの貧困率は１５・７％（厚生労働省）で、主な先進国の中で悪い水準だ。改善を求めて３月末、ひとり親家庭の若者たちが「子どもの貧困対策法」制定を国会議員らに訴えた。自民や民主は法案を練っている。 

　幸重さんは「普段こうした問題に触れない人に、親も子も精いっぱい生きていることを伝えたい」と話す。 

　仁は最後につぶやく。 

　《もしあの時あそこへ行ってなかったら今、自分はどうなっていたのだろう？》 

　　　　◇ 

　〈子どもの貧困率〉　貧困ラインを下回る世帯に属する１７歳以下の子どもの割合。貧困ラインは、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の作成した基準を用い、厚生労働省が国民生活基礎調査をもとに算出している。各世帯の年間収入から税金や社会保険料などを引いた「実際に使える金額」が２００９年の場合、４人世帯で２５０万円、３人で２１７万円、２人で１７７万円。 

　　　　◇ 

■使える制度、探せるサイト 

　市民団体「なくそう！　子どもの貧困」全国ネットワークは３月、「子どもの貧困」サポート情報提供ホームページhttp://joho.end-childpoverty.jp/を開設した。貧困・低所得の子どもや子育て家庭が利用できる国や自治体の制度がわかるサイトだ。 

　制度は多岐にわたるため、役所の担当部署が別々だったり、存在そのものが知られていなかったりする。ホームページでは医療・保健・学校などのテーマ別や、乳幼児・小中学生期・大学就職など時期別に制度を探せるようにした。キーワードから検索も可能。当事者が疑問に感じるような点をＱ＆Ａ方式で説明している。共同代表の湯沢直美・立教大教授は「つかみにくい情報を載せていくことで、制度を広めていきたい」と話す。 

http://www.asahi.com/edu/articles/OSK201305060008.html
・（社説）道徳教育　白熱教室でいこう　（5月8日）

これからの道徳教育の話をしたい。 
　社会のルールについて、子どもたちに深く考えてもらうにはどうすればよいのだろう。 

　小学校の道徳の時間で、一人の先生がこんな授業をした。 

　《ある子が、電車に駆け込んで席を取った。でも実は、それは並んでいるお年寄りを見て席を取ってあげようと考えたからだった。どう考える？》 

　意見はわれた。議論の末、もっといい方法がある、と子どもたちは言いだした。座っている若い人に、席を譲るよう頼む。優先席に案内する……。 

　他人にぶつかってけがをさせないよう、車内に駆けこまないというマナー。お年寄りが座れるように、という思いやり。 

　価値と価値がぶつかり、一つの規範で白黒をわりきれずに悩む。世の中にはそんな場面がたくさんある。そういうときに、よりよい選択をできる子に育てたい。そんな狙いの授業だ。 

　一つの決まった答えはない。だからこそ、目の色を変えて意見を言い合う。 

　よき社会とは何か。よく生きるとは何か。あらかじめ用意した答えを与えるのではなく、討論を通じて考えを深める。テレビ番組などで話題を呼んだマイケル・サンデル教授の「白熱教室」のようではないか。 

　いま、文部科学省は道徳教育の改革を検討している。 

　いじめ対策の一環として、規範意識をはぐくむ必要がある。そんな政府の教育再生実行会議の提言を受けたものだ。 

　ほかの教科のように、検定教科書をつくる案もある。 

　はじめに、道徳に検定制度がなじむかどうかという問題がある。価値観にふみこまず、客観的な事実と異なる記述を点検するのが制度の趣旨だからだ。 

　次に、少年非行が近年減り続けていることを考えても、子どもたちのモラルが低下したとは必ずしも言えない。 

　こうした点をふまえたうえでよりよい道徳教育のありかたを探ることには賛成だ。 

　他者への想像力をもちつつ、きちんと自己主張もできる。社会と上手にかかわれる子を育てる場として、道徳の時間をいかしたい。 

　いまの学習指導要領は、教え方や教材について現場の創意工夫を重んじている。ニュースや身近なできごとを素材に、考える力を身につけさせる。そんな実践をしている先生は多い。 

　そのなかから良い取り組みを見つけて、広く共有する。道徳教育を豊かにする一つの方法ではないだろうか。 

http://digital.asahi.com/articles/TKY201305070532.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201305070532
・体罰、運動部員６割容認　３大学に朝日新聞社アンケート（5月12日）
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小中高時代、指導者から体罰を受けたことが

　【中小路徹、阿久津篤史】文部科学省の有識者会議が、運動部活動の指導者と生徒間に信頼関係があったとしても、体罰は許されないとの考えをまとめた。一方、朝日新聞社が３大学の協力を得て運動部所属の５１０人にアンケートしたところ、半数以上が体罰を容認した。体罰を受けても体罰を肯定的にみる「負の連鎖」の傾向の一端が見えた。根深い体罰問題をどう解決するか。 

■受けた学生、肯定的な傾向 

　アンケートによると、小中高時代、スポーツ指導者に体罰を受けたことがあるのは３３％。時期は高校が７０％、中学校が５３％、小学校が２７％だった。 

　体罰の影響（複数回答可）は「気持ちが引き締まった」（６０％）「指導者が本当に自分のことを考えていると感じた」（４６％）などの肯定的なものが、「指導者自身が勝ちたいという気持ちで体罰をしてきたと感じた」（２０％）「指導者の目を気にして練習、試合をするようになった」（１８％）などの否定的な影響を上回る傾向があった。 

　体罰経験がある学生と、ない学生の両方に「指導者と選手の信頼関係があれば体罰はあっていいか」と聞くと、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」を合わせた容認派は６２％。「どちらかといえばそう思わない」「そう思わない」の否定派の計３３％を大きく上回った。特に容認派は体罰を受けた学生の方が、受けたことがない学生より１６ポイント多かった。 

　「スポーツを教える側になったとして体罰を使うか」の問いには、「絶対に使わないと思う」が５１％。「使うと思う」「時と場合によって使うと思う」は合わせて４５％だった。「使う派」も体罰経験のある学生の方が、ない学生より１２ポイント比率は高かった。 

　自由記述では「体罰したところでうまくなるわけではない」（ソフトボール２年）「体罰は信頼関係を壊し、服従で関係を築いてしまう」（柔道２年）などの否定論があった一方、「厳しい環境を望むなら体罰は受け入れなければ」（バスケット２年）「大げさに取り上げすぎ」（柔道２年）など、体罰当然の風潮を映した意見があった。 

　「時と場合と状況による。どこから体罰なのかがあいまい」（アメフット２年）「体罰かどうか判断するのは受けた側」（バレー４年）など、線引きの不明確さへの指摘も目立った。 

　「強くなるための体罰は反対だが、人としておかしなことをやっている場合は体罰をしてでもぶつからなければ」（ラグビー４年）「指導者の個人的感情で行われる体罰はただの暴力だが、選手、チームの成長に時に必要」（バレー４年）という見方もあった。 

■負の連鎖断つ意識徹底を 

　体罰問題に詳しい日体大の森川貞夫名誉教授の話　１９９０年代初頭に日体大で行った学生調査では高校までの体罰経験者は３８％。まだ３３％もいることに驚いた。体罰経験者と非経験者の容認派の比率の差が１６ポイントというのも大きいと感じる。自分は体罰を乗り越えてきたという自信が、体罰がスポーツには必要と思わせるのだろう。 

　こうした負の連鎖を断ち切るには、指導者、部員に徹底して体罰撲滅の意識を本気で植え付けられるかにかかる。仮に暴力問題が起きたら休廃部、停退学などの厳罰やむなしの姿勢を大学や体育会幹部が貫き、学長直属の第三者機関を設置して厳正な審査をする必要がある。 

　　　　　◇ 

■アンケート全文 

（所属部　　　）（学年　　）　（性別　） 

Ｑ１　小中高時代、学校内外のチームに所属してスポーツをやっていましたか？ 

やっていた方は競技名を書いてください。 

はい　小学時代（　　　　　） 

　　　中学時代（　　　　　） 

　　　高校時代（　　　　　） 

いいえ 

「はい」と答えた方はＱ２に進んでください。「いいえ」と答えた方はＱ５に進んでください。 

Ｑ２　　指導者から体罰を受けたことがありますか？ 

はい　いいえ　　　　自分は受けなかったが別の選手が受けた 

「はい」「別の選手が受けた」と答えた方はＱ３、Ｑ４を答えてください。 

Ｑ３　　それはいつの頃ですか？ 

小学時代　中学時代　高校時代 

Ｑ４　指導者の体罰をどう感じましたか？　どんな影響がありましたか？ 

　当てはまるものに、○をつけてください。（複数回答可） 

（１）指導者の愛情を感じた 

（２）指導者が本当に自分（別の選手）のことを考えてくれていると感じた 

（３）競技力向上に役立った 

（４）気持ちが引き締まった 

（５）チームのために自分（別の選手）が体罰を受けてもしょうがないと感じた 

（６）なぜ体罰を受けるのかが理解できたので、しょうがないと感じた 

（７）指導者自身が勝ちたいという気持ちで体罰をしてきたと感じた 

（８）競技力向上に支障をきたした 

（９）指導者の目を気にして練習、試合をするようになった 

（１０）なぜ体罰を受けなければいけないのか理解できなかった 

（１１）指導者の体罰が上級生の暴力に波及していた 

（１２）反抗できない状況での体罰で、やり方が汚いと感じた 

（１３）そのチーム、またはその競技をやめる一因になった 

Ｑ５　指導者と選手の信頼関係があれば、体罰はあってもいいと思いますか？　○をつけてください。 

（１）そう思う 

（２）どちらかといえば、そう思う 

（３）どちらかといえば、そう思わない 

（４）そう思わない　　　　　　　　 

Ｑ６　自分がスポーツを教える側になったとして、体罰を使うと思いますか？　○をつけてください。 

（１）絶対に使わないと思う 

（２）時と場合によって使うと思う 

（３）使うと思う 

Ｑ７　スポーツでの体罰問題について、お考えのことがあれば自由にお書きください。 

　　　　　◇ 

　〈調査方法〉　今回のアンケートは、スポーツにおける体罰の実態と意識について、関東、関西の三つの私立大学の運動部員５１０人（男子４２７人、女子８３人）から有効回答を得た。スポーツ推薦枠の入学者が４割以上いる活動が盛んな運動部を選び、３大学から協力を得た。学生の所属部は野球、サッカー、ラグビー、アメリカンフットボール、ソフトボール、バスケットボール、バレーボール、陸上、柔道。「指導者から体罰を受けたことがありますか」「指導者と選手の信頼関係があれば、体罰はあってもいいと思いますか」など計７問を質問し、「指導者の体罰をどう感じましたか？　どんな影響がありましたか？」については複数回答可とした。 

http://digital.asahi.com/articles/TKY201305110382.html?ref=comkiji_txt_end
・自公、子どもの貧困対策法案決定　野党は対案提出へ（5月14日）
　【有近隆史】自民、公明両党は１４日、親から子への「貧困の連鎖」に歯止めをかける取り組みを国の責務とする「子どもの貧困対策推進法案」をまとめた。議員立法で月内にも国会に提出する。政府が提出準備中の生活保護法改正案などと合わせて、今国会での成立をめざす。 

　法案は「子どもの将来が生まれ育った環境で左右されない社会の実現」を理念とし、対策推進の大綱づくりを政府に義務づける。関係閣僚らの「子どもの貧困対策会議」が作業を担い、学費の援助や社会との交流など、子ども向けの教育・生活支援策のほか、職業訓練や就職あっせんなど、親への就労支援策も盛り込む。 

　若年層でも生活保護を受ける人が増える中、貧しい家庭の子どもが十分な教育を受けられないことが問題になっている。国民の所得を高い順に並べ、真ん中の人の半額に満たない人の割合に基づく「子どもの貧困率」は１５・７％（２００９年時点）になる。 

　この法案をめぐっては、親を亡くした子を支援する「あしなが育英会」が、子どもの貧困率の削減目標を盛り込むよう与野党に求めてきた。しかし、自公は「貧困率には資産状況が反映されないなど、指標として不十分」との理由から、見送った。 

　一方、民主党は自公との協議で貧困率の目標明記を主張。ほかの野党とともに独自の法案を提出する構えで、削減目標の扱いは国会審議で調整される見通しだ。 

http://digital.asahi.com/articles/TKY201305140406.html?ref=comkiji_txt_end
・犯罪に当たるいじめを例示　文科省、学校の対応促す狙い（5月17日）
　文部科学省は、犯罪行為にあたる「いじめ」を例示し、都道府県教育委員会などに通知した。小中高校への指導を求めている。重大ないじめが起きた場合、学校が速やかに警察へ相談・通報をするよう促すのが狙い。 
　通知は１６日付。「どのような行為が刑罰法規に該当するかについて、教職員の理解を深めておく」とし、過去にあった１３の犯罪行為を列挙した＝表。「プロレスと称して押さえつけたり投げたりする」（暴行）、「インターネットで実名を挙げて悪口を書く」（名誉毀損（きそん）など）など、いじめの概要と罪名を明記。罰則なども記した。 

　文科省は昨年１１月、子どもの安全が脅かされる場合は、「直ちに通報が必要」と全国に通知していたが、改めて徹底を求める。 

■過去の実例として挙げられたいじめの犯罪行為 

（カッコ内は罪名） 

○同級生の腹を繰り返し殴ったり蹴ったりする（暴行） 

○プロレスと称して押さえつけたり投げたりする（同） 

○学校に来たら危害を加えると脅す。同様のメールを送る（脅迫） 

○校内や地域の壁、掲示板、インターネット上に実名を挙げて、「万引きをしていた」「気持ち悪い」などと悪口を書く（名誉毀損（きそん）、侮辱） 

○顔を殴打し、あごの骨を折るけがを負わせる（傷害） 

○断れば危害を加えると脅し、汚物を口に入れさせる（強要） 

○断れば危害を加えると脅し、性器を触る（強制わいせつ） 

○断れば危害を加えると脅し、現金などを巻きあげる（恐喝） 

○教科書などの所持品を盗む（窃盗） 

○自転車を故意に破損させる（器物損壊など） 

○携帯電話で児童・生徒の性器の写真を撮り、インターネット上で掲載する（児童ポルノ提供など） 

http://www.asahi.com/edu/articles/TKY201305170340.html
＊SYNODOS（シノドス）

・繊細で微妙な「地位の差」を捉える　『教室内カースト』著者、鈴木翔氏インタビュー（5月3日）
「教室内カースト（スクールカースト）」という言葉を知っているだろうか。クラスのそれぞれの生徒がランク付けされた状態を、インドの身分制度になぞらえ表現したものだ。「いじめ」が複雑化する中で、その背後にある「地位の差」に注目するのは若手教育社会学者の鈴木翔氏だ。「なぜあのグループは“上”であのグループは“下”なのか」、同学年の子どもたちの中に存在する「カースト」について鈴木氏に話を聞いた。


■どうして研究されていないのか
――　「教室内カースト（スクールカースト）」が話題ですね。この本は鈴木さんの修士論文をベースにしていると伺いました。まずは、このテーマを研究しようとしたきっかけを教えて下さい。
そもそも、「スクールカースト」という言葉を知ったのは、後輩の卒論指導をするチューターをしていたことがきっかけです。その当時、担当している後輩が、「mixiの人間関係はなぜそんなに面倒なのか」というテーマで論文を書こうとしていたんです。

その子が行っていたインタビュー調査の中には、「中学校の友だち、高校の友だち、大学の友だちとバイトの友だち、それぞれで微妙にキャラが違うのに、同じコメント欄で相手にしなければいけないから」mixiの人間関係が面倒なんだという発言がありました。

別にいじめられていたというわけではなくても、「この発言を中学の友だちに読まれるのははばかられる」というような、そういう面倒くささってあると思うんです。ぼくもそれに納得し、そのような中学・高校における「微妙な人間関係の面倒くささ」って、だれか研究していないのかと一緒に資料を集めている中で、「スクールカースト」という言葉に出会いました。

「スクールカースト」というのは、定義ははっきりしていませんが、なぜだかわからないけど、同学年なのに、感じる階層や、地位の差のことです。

「今、言われると地位の差って意識していたよね」と、その後輩と話し合いました。その卒論では、スクールカースト自体には踏み込みませんでしたし、当時はぼく自身も違う研究をしていたので、そのときはそれで終わってしまいました。しばらくして、自分の研究に一段落がついたとき、ふと「スクールカースト」のことを思い出したんです。

実際に文献を調べてみると、「いじめ」についてはよく言及されているのに、スクールカースト的なことも、スクールカーストそれ自体も、研究されていませんでした。扱っていても、「心が汚れているからだ」とか、「学級を壊せば解決する」といった感じなんですよね。後者についてはもっともですが、政策上は難しそうです。

実際に、ネットの匿名掲示板などではスクールカーストについて熱い議論が交わされています。どうして皆が認識しているのにも関わらず、研究が進んでいないのか疑問に思い、誰も研究しないなら自分の手で研究してみようと思いました。

――　その前は、どのような研究をされていたんですか？
「障害者もののドラマはなぜ感動するのか？」という研究をしていました。また、計量分析を使って、恋愛の研究もおこなっていました。

「スクールカースト」にしても、「恋愛」にしても、居酒屋などでずっと話を続けられるような気になるテーマだけど、実際にはだれも検証していないことに、ぼくは非常に興味があって。自分の気になったことや、考えてもわからないことを知りたいんです。それについてすでに自分の納得できる答えが出ているならいいんですが、もし自分が納得しないなら、研究したいと感じますね。学術的に解明されていることって、その分野の主流なところに偏っていて、解明できていないことが多いと思うんです。


■「スクールカースト」をあぶりだす
――　「スクールカースト」を調査するに当たって、どのような研究方法を取ったのでしょうか？
最初の研究計画としては、フィールドワークのつもりだったんです。

実際に中一のクラスに入ってやりました。一緒に授業を受け、休み時間にちょっと話を聞いたりして。女子なんかは、この前まで仲がよかった子同士が、いきなりしゃべらなくなったりとかするので、「どうしてなのかな」と、話を色々聞いていました。

その学校は「いじめも不登校もゼロ」とうたっていました。でも、傍から見ても幅を利かせているグループとそうでないグループがいましたし、そういった様相が生徒からも聞かれました。

しかし、一週間くらいで学校から、「これ以上の調査は難しい」と言われてしまったんです。その頃は、フィールドワーク以外にもさまざまな研究方法を勉強していました。そこで、インタビューや計量分析の手法も使って、この二つを組み合わせて研究しようと思いました。

――　研究をしていて苦労したことはありますか。
まずは、データの収集ですね。今回の質問紙調査では、分析に適した質問項目を数多く含んでいる神奈川県のデータを使いましたが、もっと多様な地域についてもデータを集める必要があります。

それと、先生に対するインタビューでは苦戦しましたね。当時は「スクールカースト」という言い方ではなく、「クラスの中で、だれが上で、だれが下っていう地位の差はありますか。」という聞き方をしました。口には出しませんが、表情から嫌そうな感じが読みとれたり、怒って帰られる先生もいらっしゃいました。

――　先生というのは、「スクールカースト」をどう理解しているのでしょうか
今回インタビューした先生たちは、スクールカーストを「地位の差」ではなく、「能力の差」であると捉えています。たとえば、「コミュニケーション能力の低い人間はいくら成績がよくても社会でやっていけない」という言説ってよくありますよね。それと同じ感覚で捉えているのではないでしょうか。

教師と生徒の間で、スクールカーストの認識に齟齬があると感じます。生徒側は明らかにスクールカーストを感じているし、スクールカーストが上位の生徒たちは、「先生に権力をおすそ分けしているんだ」と思っています。一方、先生は「こいつ人づきあいが上手い生徒だな」と、コミュニケーション能力の高い生徒を使って授業を回しやすくしています。お互いwin‐winの関係なんです。だからスクールカーストが維持され、強化されているという可能性はありますね。

――　学生へのインタビューも難しかったのではないですか？
この研究では、大学生にインタビューをおこないましたが、とてもやりやすかったです。スクールカーストからはもう卒業しているので、話したくなる話題なのかもしれません。長いと5時間以上しゃべっていた人もいます。夢中になりすぎて、敬語じゃなくなる子もいたくらいです。一緒に、なぞ解きをしている感覚でした。

――　「スクールカーストを感じなかった」という学生はいたのですか？
インタビューをおこなった限りでは、学生の多くはその存在を認めていましたね。ですが、学会や大学の発表では「なんの話をしているのかわからない」という人はいました。

これは、ぼくの憶測なので、きちんと調査をしないとわかりませんが、東大や学会に来る方たちというのは、少し特殊だと思うんです。だいたい「わからない」と発言される方は、男子校や女子高で中高一貫のトップ校だった人が多かったんですね。そうなると、受験という明確な目標がある分、そうではない学校よりも、人間関係に目が向きにくいのかもしれません。

――　スクールカーストがどこで発生するのかは興味深いですね。
もしかしたら、異性の目がないと、ゆるくなる可能性はありますよね。でも、話を聞くと、全国どこでもある程度、普遍的な感覚になっているようです。どこの地域出身の人でも、実際にこのテーマで話が弾むことも多いわけですし。

■「靴ひもがほどけても、足を止めてくれなかった」
――　スクールカーストというのは、宮台真司さんが言う「島宇宙」とは違うものなんですか？
宮台真司さんは、さまざまな仲良しグループが存在し、それぞれが独立していることを「島宇宙」と呼んでいます。それらはお互い干渉しあうことがなく、力関係が対等だと位置づけられています。しかし、「スクールカースト」は、フラットな関係である「島宇宙」とは違い、地位の差が存在します。

そして、今回の研究で、スクールカーストが構造的な問題であることも浮かびあがってきました。自然に上位にいた人気者の人もいたと思うんですが、努力して、カーストをのぼりつめた人たちは「上位層」なりの役割を演じることに重荷を感じていました。自分の地位を維持するために、下位の人をしかたなく「いじら」なければいけない。そうなると、個人の問題ではなく、構造的な問題だといえるでしょう。

――　「いじめ」と「スクールカースト」はなにが違うのですか。
最近のいじめの多くが、微妙なラインでできていて。みんな上手いんですよね。「いじられ」なのか、「いじめ」なのか、区別がつかないラインで攻撃する。「いじられて、オイシイじゃん」の一言で「いじめ」はなかったことになってしまうんです。でも、いじめのラインって人それぞれで、同じことをされても「いじめ」と思う人もいれば、そう思わない人もいます。

「めっちゃ笑いを取ってやった！」と喜んでいる人もいれば、「笑われてしまった」と傷つく人もいて、そのラインも曖昧で。結局、本人が「いじめられている」と認識するかどうかなんです。しかも、「見下されている」と感じていても、そこから、「いじめられている」と声をあげるまでには勇気がいると思うんです。

殴る蹴るといった暴力が絡むものであれば、しかるべき場所に相談したり、通報したり、できることが沢山あります。ですが、今のいじめは分かりやすいものばかりではありません。だからこそ、「いじめが何か」という定義を考えるのではなく、そもそもなぜ、「いじられる」と「いじる」という構図ができてしまうのか。そのことにスポットを当てるべきなのではと思います。

インタビューをしたある女の子が、「中学の頃、自分の靴ひもがほどけたときに、一緒に歩いていた子たちが足を止めてくれなかった。でも、他の子の靴ひもがほどけたときはみんながぴたっと止まって待っていた。」という経験を話してくれました。彼女は別にいじめられているわけでもないし、そんな認識もないんですけど、「見下されている」とはその当時感じていたようです。

スクールカーストってそういうことだよ、とぼくは思いました。この話はとても些細なことのように聞こえます。でも、中学の頃の話のはずなのに、彼女はそれを今でも思い出して苦しくなるそうです。自尊感情に影響しているといえます。

そんな小さなことが積み重なって来たときに、確固たる上下の関係ができて、「コイツにはなにをしても許される」と、どんどん行為がエスカレートしていく可能性があるのかもしれません。

――　権力の上位と下位を分ける要因はなんなのでしょうか。
計量分析した結果、一番関連が強かったのは容姿についての自己評価でした。それと、学力、コミュニケーション能力、自分の意見を押し通す能力などが関係ありました。

でも、容姿って難しくて。とくに、女子は容姿で左右される部分が大きかったのですが、女子の場合は化粧や髪型で変わることができるじゃないですか。女子の場合の「容姿」はその意味合いが強いと思うんです。

かわいいからスクールカーストが高いというよりも、スクールカーストが高いからこそ、派手目の化粧をしてもいいし、髪を染めてもいい。先生に怒られても「いいじゃんこのくらい、自毛です～」というやりとりができるんじゃないかとか。「意見を押し通すこと」ができるからこそ、なにをやっても許されるのかもしれません。

かといって、スクールカーストが下の子が急に意見を押し通すと、「空気が読めない」と言われてしまうので、「意見を押し通す」ということが要因なのか、現時点では、スクールカーストができあがった後に聞いているんで、発生原因については、まだよくわかりません。

できあがる過程って、すごく繊細で微妙な感じだと思うんですよ。クラス替えとかめちゃめちゃ緊張するじゃないですか。だれと友だちになるかって、死活問題だったと思うんです。自分の体験ですが、すごく周りを見ていました。


■いろんな軸があっていい
――　鈴木さん個人は、スクールカーストについてどのように感じていますか。
完全に、それがなくなることはないと思っています。でも、カーストの軸が変わればいいなと思います。

研究の結果を見ると、どの場面でも、上位グループが仕切っていることがわかりました。サッカーの授業のときに、サッカーが上手い生徒が仕切るのは良いと思うんです。でも、数学の時間は数学の得意な人が仕切る、文化祭の看板を作るなら、絵の上手い人が仕切ればいいと思うんです。でも、一貫して同じグループが仕切ってしまうことが問題だと思います。

その軸が拡散していけばいいなと。やっぱり、そうでないと学校はつまんないだろうと思いますし。自分が下にいかないために、いろんな戦略を行使したりして、それは必要のない努力なのでは、と思うんです。

指導教員の本田先生は「わたしはコミュニケーション能力なかったから」とよく言うんですけど、先生を見ていても、コミュニケーション能力が低いとは思わなくて。むしろ学生たちとうまくコミュニケーションがとれていると思いますし、人気もあります。

過去にカーストが上位だったり、下位だったりしても、大学に入れば見分けがつかなくて。むしろ、高校のときに「コミュニケーション能力」の差ってなかったんじゃないかってぼくは感じるんです。発揮できる場所が制限されていただけで、高校時代に友だちが一人もいなかったと言う人でも、接しやすい人も沢山います。

それぞれの人が、本当は発揮できるものを持っているのに、なぜか発生した「スクールカースト」に縛られていて。だとしたら、そんな状態って、望ましくないですよね。みんなが、「あいつはこれを言ってもいいキャラだけど、オレは駄目だ」とか考えずに、素直に面白いことを言える環境だったらいいですよね。

■今悩んでいる君にも手に取ってほしい
――　本を出版してどんな反響がありましたか。
よくあった感想は、「学術的にスポットを当てていて面白い」「調査対象が少ないよね」「自分の経験が昇華されたようでうれしい」というものでした。面白いなと思ったのは、「（教室内カーストは）権力で成り立っているというよりも、下位の人の過剰な謙遜で成り立っている」という、Twitterでの大学生のつぶやきです。同じデータを見ても、いろんな意見があるんだと感じましたね。

後輩からは、「こういう新しいことを研究でやっていいんですね」と言われました。なので、後輩たちに「新しいことやってもいいんだ」とか、「本当に気になったことを研究してもいいんだ」と思ってもらえてうれしいですね。

――　この本をだれに読んで欲しいでしょうか。
元は論文なので、少し難しいかもしれませんが、中高生から読めるように噛み砕いて書いたつもりです。

書き直して、すごく勉強になりましたね。論文の場合は言葉や概念を、たとえば、そのまま「島宇宙」って括って引用していれば成り立ってしまう面があります。ですが、自分の頭の中の中学生に「島宇宙」って概念を言ってみても、「は？なにそれ？」と言われてしまうんで（笑）。何度も噛み砕いて簡単なことばで説明する作業で、自分の中で意外と理解していない部分を発見することができました。

とくに、先行研究の章は中高生にとっては難解かもしれませんね。ですが、研究者の方や学術研究の対象としても読んで欲しかったので、欲張った結果こんなかたちになりました。

学生や、研究者だけではなく、興味がある方全員に、手に取ってもらえればいいですね。不思議に思っている人や居酒屋で話し足りない人とかにも読んでもらって、「ああこうだったのか」とか「これは違うんじゃないか」と、考えるきっかけになってもらえればうれしいですね。


鈴木翔（すずき・しょう）

1984年秋田生まれ。群馬大学教育学部卒業。東京大学大学院教育学研究科を経て、現在、東京大学大学院教育学研究科博士課程在学中。専攻は教育社会学。

＊毎日新聞

・虐待児:無料で心のケアを　神戸のＮＰＯ、専門医紹介や医療費負担　県・市と連絡体制　／兵庫
（５月３日）

　全国の児童相談所（児相）に寄せられる児童虐待の相談件数が増加傾向にある中、東京都と神戸市に拠点を置くＮＰＯ法人「シンクキッズ」が精神的ケアが必要な子どもに無料で医師らの治療やカウンセリングを受けさせる取り組みを始めた。児相や医師らと連携する。県や同市とは既に連絡体制を築いており、今後、全国へ広げたいとしている。

　昨年７月、県弁護士会所属の後藤啓二弁護士（５３）が設立。警察庁入庁後、大阪府警生活安全部長や内閣参事官などを務め、０５年に退職。こうした経験から、虐待され、犯罪や非行を繰り返す子どもたちが心に深い傷を負い、長年苦しんでいる現状を知り、支援の必要性を感じたという。

　取り組みでは、警察や児相、養護施設などから相談を受け、協力してくれる専門医らを紹介したり、寄付金などを財源に診療費を負担する。後藤弁護士は「１人でも多くの子どものトラウマをなるべく早く治療し、苦しみから助けてあげたい」と話している。

　厚生労働省によると、児相での児童虐待相談件数は２０１１年度約６万件で１０年前の約２・５倍に上り、年々増加している。しかし、治療やカウンセリングには精神的・経済的負担も大きく、専門医も多くないのが現状という。問い合わせは同法人（０７８・７７９・９４５４）へ。【岡奈津希】

http://mainichi.jp/area/hyogo/news/20130503ddlk28040311000c.html
・未受診妊婦:大阪府、３年で倍増　生活難、知識欠如（５月１０日）
　妊婦健康診査をほとんど受診しないまま出産した未受診妊婦が２０１２年、大阪府内で３０７人いたとする調査報告書を９日、大阪産婦人科医会がまとめた。妊婦約２５０人に１人の割合となる。前年より５３人増え、調査を開始した０９年から２倍以上になった。未受診出産は児童虐待との関連性が指摘されており、同医会は「子どものためにも、社会全体で未受診妊婦を支援する体制を整えるべきだ」と訴えている。

　調査は、他の都道府県では例がない大規模のもので、大阪府内で産婦人科を備える同府内約１５０の全医療機関を対象に毎年、実施している。未受診を「出産までの受診回数が３回以下」または「３カ月以上、受診していない」と定義、全事例の報告を求めている。これまで、０９年１５２人▽１０年１４８人▽１１年２５４人−−の報告があった。

　今回、未受診妊婦の報告があったのは３０施設。年齢は１３〜４６歳で、３５歳以上と未成年が多い。妊婦健診を受けなかった理由は「お金がない」「失業して苦しい」など経済的理由が最も多く２９％。次いで▽妊娠に対する知識の欠如２１％▽妊娠に対する認識の甘さ１６％▽妊娠を受け止めたくないなど「受け入れ困難」１１％−−だった。未受診妊婦が増加している理由は、調査によって症例が掘り起こされたほか、経済的理由などがあるとみられる。

　未受診出産は安全な出産の妨げになったり、合併症のリスクがあったりするほか、児童虐待につながっているとの専門家の指摘もあり、全国的に問題となりつつある。特に都市部で増加しているという。通常は、妊娠が判明した場合、市町村に届け出て母子健康手帳の発行を受け、妊婦健診を受けるが、厚生労働省によると、出産後に届け出たケースが１１年度は全国で２３９８例あった。【江口一】

http://mainichi.jp/select/news/20130510mog00m040003000c.html
・妊婦健診:虐待死の子の母親、２割が受けず　厚労省調査（５月１１日）


子供の虐待死事例で母親が妊婦健診未受診だった件数

　１８歳未満の子どもが虐待死した全国の事例のうち２割近くで、母親が妊婦健康診査を未受診だったことが、厚生労働省による２０１１年３月まで約６年間の調査で分かった。妊婦健診をほとんど受診しないまま出産する未受診妊婦の存在は全国的な問題となりつつあり、未受診での出産と出産直後の虐待死との関連性が指摘されている。虐待防止のためにも未受診を減らす取り組みが必要だということを示すデータとして注目されそうだ。

　厚労省の専門委員会が子どもの虐待防止対策に生かすため、新聞報道などで把握した０３年７月以降の児童虐待死事例の実態を、地方自治体を通じて調査した。０５年１月からは出産前後の妊娠期、周産期の問題についても調べ、今回、心中を除く計３６２例の虐待死事例について分析した。このうち、主に母親が加害者のケースは１９４例だった。また、０歳が１５９例、１〜３歳が計１１６例で、出生間もない子どもが虐待死するケースが多い。

　３６２例のうち、母親が妊婦健診を未受診だったのは１７％の計６２例だった。また、望まない妊娠や計画していない妊娠が１９％、１０代の妊娠も１７％あった。

　専門委員会委員長の才村純・関西学院大教授（児童福祉論）は「出生直後の子どもを虐待死させてしまう場合、未受診妊婦であったケースが多い」とし、「健診を受ければ、医療機関や保健所などが気になる妊婦を妊娠時からサポートでき、出生直後の虐待死を減らせる。妊婦が相談しやすいようハードルを低くするのと、支援が必要な妊婦を医療機関が見抜く体制の整備が必要」と訴える。【江口一】

http://mainichi.jp/select/news/20130511k0000e040214000c.html
・大阪府:妊婦相談で虐待防止２割…「ＳＯＳ」事業で効果（５月１２日）
　出産が不安だったり、望まない妊娠をした女性らから相談を受ける大阪府の「にんしんＳＯＳ」事業で、「出産後に虐待などにつながる懸念があったが、相談の結果、未然に防止できた」と判断される事例が開設から１年で約１００人に上ることが、運営する府立母子保健総合医療センター（和泉市）のまとめで分かった。妊婦健診をほとんど受診しないまま出産する未受診妊婦と、子どもの虐待死は関連性が指摘されている。同事業は妊娠期から母子を支援する試みとして注目されそうだ。

　「ＳＯＳ」は２０１１年１０月に開設。電話とメールで受け付け、保健師と助産師が交代で相談に乗る。リスクが高い出産への対応や、出産後の福祉関係者などとの連携を考慮し、地域周産期医療の基幹施設である同センターが運営している。

　開設から１年の昨年９月までに４７１人から相談が寄せられ、同センターが相談者を追跡調査した。

　その結果、相談当初は不安があったが、医療機関を紹介して無事出産し、地域社会の支援を受けて育てている▽望まない妊娠だったため中絶を選択した−−などの経過をたどり、「出産後の虐待など、悲惨な事例を防げた」と思われる人が９７人いた。

　相談の３割強は府外からで、ハワイからのメールもあった。内訳は▽体の状況を知りたい▽中絶について▽産もうかどうか悩む▽出産費用や医療機関について−−など。

　大阪府内では未受診妊婦が１２年に３０７人おり、３年前より倍増したとの調査報告書を大阪産婦人科医会がまとめている。同センターの佐藤拓代・企画調査部長は「医師や保健師、ケースワーカーらと情報を共有し、次の支援につなげている。今後も女性が妊娠や出産について決断できるよう寄り添いたい」と話す。

　にんしんＳＯＳは、電話（０７２５・５１・７７７８）が平日午前１０時〜午後４時、メールはホームページ（http://www.ninshinsos.com/）から受け付けている。【江口一】

http://mainichi.jp/select/news/20130512k0000e040146000c.html
・ハーグ条約:子育て困難なら返還拒否　異例の独自規定に賛否（５月１２日）
　◇「加盟国で孤立も」「子の福祉重視を」

　ハーグ条約は、子の返還を拒否できるケースを「子の心身に害を及ぼす重大な危険がある場合」と定める。９日に衆院を通過した国内手続き法案は、ＤＶの恐れがある場合や外国での子育てが困難な場合なども、日本の裁判所が返還を拒否できるとした。加盟国がこうした規定を明示するのは異例で、専門家の間にも賛否両論がある。

　中央大法科大学院の棚瀬孝雄教授（法社会学）は「加盟は大変好ましいが、日本が独自に『子を返還しない』運用をしたら、条約の趣旨が骨抜きになる恐れがある。加盟国の中で孤立し、国際的信用が失墜しかねない」と懸念する。

　米国などの加盟国は日本以上にＤＶの保護制度が整っているとして、棚瀬教授は「被害女性も不法に子を連れ帰るのではなく、まず現地の制度を利用した上で、離婚後に両方の親がどのように子の養育をしていくか取り決めてから別れるべきだ」と話す。

　一方、日本弁護士連合会「両性の平等に関する委員会」副委員長の長谷川京子弁護士（兵庫県弁護士会）は「返還されるのは生きた子であり、その福祉が害されてはならない。家裁は、条約が定める返還例外事由や国内手続き法の規定を踏まえ、元いた国に子を返すかどうか、慎重に判断すべきだ」と指摘する。

　その上で、条約加盟にあたっては（１）担当裁判官が児童虐待やＤＶも含め、子供の人権に関わる専門的な研修を受ける（２）児童虐待やＤＶを理由に子を連れ帰った親が裁判でそうした事実を証明できるよう、在外公館が支援態勢を整える−−ことの必要性を強調した。

　また、条約は返還手続きとは別に、加盟各国の「中央当局」（日本では外務省）に当事者間の友好的な解決を促すよう求めているが、日本では当事者間を仲介する「受け皿」の整備が進んでいない。

　このため日本仲裁人協会（東京都）は条約発効後に国際的な家事調停を実施できるよう、調停人の研修などを始める予定だ。同協会常務理事の小原望弁護士（大阪弁護士会）は「返還は必ずしも子の最善の利益にはならない。十分な面会が保障されるのであれば、返還まで求めない親もいるはず。連れ去られた外国人の親が利用しやすい調停機関は不可欠だ」と話している。

http://mainichi.jp/select/news/20130512mog00m040003000c.html
・ハーグ条約:期待と懸念　年度内にも加盟（５月１２日）
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ハーグ条約による子の返還の流れ（日本人女性が日本に子を連れ帰った場合）

　

国際結婚が破綻した夫婦間の子の扱いを定めた「ハーグ条約」の加盟承認案と国内手続き法案がそれぞれ衆院を通過し、今国会で成立する見通しになった。早ければ年度内にも条約加盟が実現することになり、当事者の間には期待と懸念が交錯している。専門家からは、子の返還手続きにあたって人権に十分配慮するよう求める声が上がるなど課題も浮かぶ。【伊藤一郎、反橋希美】

　◇連れ去られた子、返還請求可能に　ＤＶの元夫、面会求められたら…

　「自分のようなケースが起こらないよう一刻も早く条約に加盟してほしい」。熊本県の女性（４２）は２００６年、米国人の元夫（４３）に当時１１歳の長女と１０歳の長男を連れ去られた。離婚の際に子供の共同養育を取り決めたが、元夫は「夏休みなので１カ月ほど２人を連れていく」と米国に渡ったきりだ。電話で理由を聞いても「お金がない」とあいまいな答えしか返ってこず、はぐらかされ続けた。ようやく渡米できた昨年８月、長男とは一度面会できたが、長女には会えないままだ。

　こうしたケースで、ハーグ条約は元の居住国に子を返還することを原則としている。「日本が条約に未加盟だと元夫は知っており、私が返還を求められないと分かって子供たちを連れて行った」。女性はそう憤る。返還手続きは条約加盟前の事案にさかのぼって適用されることはないが、それでも「同じ苦しみを味わう人を増やしたくない」と話す。

　一方、外国人の夫に無断で子を日本に連れ帰った女性が「誘拐の容疑者」として海外から指名手配されるケースは少なくない。だが、夫の家庭内暴力（ＤＶ）や児童虐待に耐えかねて逃げ帰った日本人女性もおり、「子の原則返還」を定めるハーグ条約への加盟を懸念する声もある。

　甲信越地方に住む４０代女性は、米兵の男性と結婚して渡米したが、子供の前で罵声を浴びせられるなどの精神的暴力に耐えかね、０４年に離婚した。平日は女性が、週末は元夫が子供と過ごすと取り決めたが、共同親権を持つ夫が病気の子供の手術に同意しないなど理不尽な行動を繰り返したため、６年前に当時７歳の子供を連れて帰国した。

　女性は「米国ではどんな親でも基本的に共同親権が認められる。子供を利用した嫌がらせのような行為に対抗するには、多額の裁判費用や知識が必要で、外国人女性には不利だ」と訴える。

条約加盟前の事案であるため、子の返還を命じられる恐れはないものの、元夫が今後、条約に基づいて子との面会支援を日本の外務省に申し立てることは可能になる。女性は「ようやく精神的に落ち着いたのに、面会を求められたらどうしたらいいのか」と不安を募らせる。
http://mainichi.jp/select/news/20130512mog00m040002000c2.html
・課題に挑む:スクールソーシャルワーカー／上　不登校・貧困…プロと連携（５月２０日）
　虐待、貧困、孤立、不登校、障害−−。学校は今、家庭が抱えるさまざまな課題に直面している。勉強や生徒指導のみならず、これらの課題の解決にも対応が求められているのだ。だが、教員は「教育のプロ」ではあるが、社会福祉の知識・経験は乏しい。そこで需要が高まっているのが「学校版社会福祉士」のスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）だ。ＳＳＷと連携し家庭環境の改善を目指す現場を追った。

　●娘の障害に悩み

　福岡県に住む４０代の母親が娘の「異変」に気付いたのは４年前。娘が小学２年生の時だった。ある日、友達の家から無断で、飼っていた虫を持ち帰ってきた。それまでも学校から友達の文房具を勝手に持ち帰ってきたり、家で友達を呼んで遊んでいてもけんかしたりすることが目につくようになっていた。

　母子家庭。同居の祖父母は「まだ子供だから気にすることはない」と言ったが、娘の言動はエスカレートしていくばかりだった。

　やがて学校の勉強にもついていけなくなり、３年生の頃から学校を休みがちになった。母子で言い争いが絶えなくなり、注意するほど娘は感情を爆発させ、暴れた。家中の壁を蹴飛ばし、壁一面にペンで殴り書きした。母親も思わず手を上げたこともあった。

　なぜ。どうして。

　思い悩んだ末、娘を専門家に診てもらうことにした。それまでどこか他の子と違うとは感じていたが、目をそらしていた。だが限界だった。現実を受け止めなければと思った。診断の結果は「高機能広汎（こうはん）性発達障害」だった。

　学校側も悩んでいた。診断の結果を聞き、何度も会議を開いては対応策を話し合った。「女児も苦しんでいるはず」。１日に３回、校長と担任外の教員が交代で自宅を訪ねるようにしたが、女児は昼夜逆転の生活に陥り、応答がないこともたびたび。「学校としてはそれ以上家庭内に踏み込めず」（校長）、手詰まりの状態が続いた。

　●自宅訪ね話聞く

　転機が訪れたのは女児が小学５年の夏。校長はその半年前、地元の教育委員会から「ＳＳＷを配置したので活用してほしい」と言われた。校長は当時、ＳＳＷの名前は聞いたことがあったが、活動内容はほとんど知らなかった。

　教委の説明では、ＳＳＷは課題のある児童がいた場合、学校や家庭から状況を聞いて背景を探り、学校と家庭の間に入ったり、必要に応じて関係機関と連携したりしながら解決の糸口を探るという。２００８年度から国が予算化して全国への配置が始まり、その後、独自予算で採用する自治体が増えた。この学校がある自治体もその一つだった。

校長は半信半疑だったが、活用してみることにした。ＳＳＷの対応は素早く、当初抱いた疑心はあっという間に消えた。
　ＳＳＷの野中勝治さん（３１）はまず、校長らから現状を聞き、すぐに女児の自宅を訪ね、母親から話を聞いた。野中さんは「事態は想像以上に深刻だ」と感じた。通常、発達障害の子供には、親とは別の親族に関わってもらうなど家庭内の力を生かして解決の糸口を探るのが一つの方法だ。親が一人で抱え込んでしまうと事態が悪化する恐れがあるからだ。しかし、祖父は自宅で病気療養中。祖母は認知症が始まっていた。協力者を得るどころか母親への負担は増す一方だった。

　このままでは母親も女児もだめになってしまう。野中さんは院内学級のある病院への入院を提案した。母親は「娘が『見捨てられた』と誤解しないか」と心配したが、野中さんは諭した。「『お母さんも頑張るけん、一緒に頑張ろうや』ってお母さんの気持ちを率直に話したらどうですか」。母親にとっては入院費用も不安だった。野中さんは役所に掛け合い、公的援助を受けられるよう手続きを取った。数回の通院を経て入院まで半年。迅速な対応だった。

　●「学校にない発想」

　女児は約１年間入院し、この春退院した。母親によると、いつもしかめっ面だった娘の顔は入院後、みるみる穏やかな表情に変わっていったという。３週間に１度の面会の時は荒れていた頃の話も笑って語りあえるようになった。

　母親は「当時は解決への何か取っかかりがほしくて入院という方法にすがった。何より娘が一番苦しかったと思う。学校とＳＳＷに本当に感謝しています」と話す。校長も振り返る。「入院して環境を改善するという発想は私たちにはなかった。ＳＳＷの能力の高さと必要性を実感した」

　今年３月。小学校で女児だけの卒業式があった。校長室で校長から卒業証書を受け取った女児は感謝の言葉を記した色紙と花を校長に手渡した。母親は涙が止まらなかった。校長の目からも涙があふれた。

　女児は今、通院しながら地元の公立中に元気に通っている。学校とＳＳＷの支援で大きな壁を乗り越えた母子。「お母さん大好き」。笑顔で話してくれる娘に母親もこう伝えている。「私も大好きよ。ずっとあなたの味方よ」【三木陽介】

http://mainichi.jp/feature/news/20130520ddm013100003000c.html
・課題に挑む:スクールソーシャルワーカー／下　親子のこじれ、解きほぐす（５月２７日）
　福岡県内で活動するスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）、野中勝治（のなかかつじ）さん（３１）の携帯電話には昼夜問わず、学校や保護者からＳＯＳや相談の連絡が入る。

　今年初め。午後５時すぎのことだった。小学校の校長から電話が入った。放課後になっても教室を出ようとしない女児がいて「家に帰りたくない……」と言っているらしい。ふだんから母親に厳しく叱られることが多く、ひどくおびえている様子だという。

　学校は母親を学校に呼ぶことにした。だが、話し合いがこじれればマイナスにもなる。そこで専門家のＳＳＷの協力が必要と判断したのだ。

　●疲れた母も気遣う

　野中さんを交えた学校と母親の話し合いは３時間近くにも及んだ。母親は眉間（みけん）にしわを寄せ「娘が期待通りになってくれない」と不満をぶちまけた。その様子を見て、野中さんは別の場所に住む親族の元に女児を一時預けることを提案した。「娘さんとこれからも一緒に暮らしていくために少し時間と距離を置きませんか」。このまま女児を帰せば虐待（ぎゃくたい）につながる恐れもある。母親も教育熱心なあまり疲れているように見えた。

　親族への送迎は野中さんが引き受けた。野中さんは女児を自分の車に乗せ、母親に声をかけた。「お母さん、つらい時は遠慮（えんりょ）なく僕に言ってください」。母親の表情がふっと和らいだ。今は母子の関係は良好になっているという。

　●答えを急がずに

　ＳＳＷが入ればいつでもすぐ問題が解決するわけではない。じっくり時間をかけて向き合うこともある。

　野中さんと、ある男子高校生（１６）との関わりはもう４年になる。出会いは小学６年の３学期。学校に行けない日が多くなっていた。

　小学１年で母親を病気で亡くした。父親（４７）は不登校の理由を聞こうにも息子との話のきっかけがつかめない。思春期。息子は口を利かない。「このまま不登校が続いたら勉強はどうなるのか」。つい怒鳴ってしまうが、息子は無視を決め込む。そんな時、学校で野中さんを紹介された。最初の印象は「こんな若い人で大丈夫か」。だが、野中さんの言葉に驚いた。「今から家に行っていいですか？」。息子の部屋で二人きりで何時間も話し込む様子を見て「この人なら」と思った。

　息子は中学に入るとますます学校から足が遠のいた。いじめやからかいがあったようだ。野中さんの勧めで、中学１年の途中から適応指導教室に通うことになった。学校とは別の施設で不登校の児童生徒に個別学習をしたり、相談に乗ったりする場所だ。

半年後に元の学校に戻ったが、学校から足が遠のく時期が時々あった。置き手紙を残して家出したこともある。そうした時、父親は野中さんの携帯を鳴らした。「どうしたらいいやろか」。そんなことが何度となく続いた。中学３年になり、進路を気にする父親に野中さんはアドバイスした。「高校へ行け、行けと言ってもだめですよ。彼も模索してるんだと思います」
　「○○高校へ行きたい」。ある通信制高校の名前を挙げて野中さんに打ち明けたのは中学３年の２学期だった。ダンスや音楽の芸能分野に関心があり、その道に進みたいと口にした。今は、希望した高校に通いながら、アルバイトで資金をため、大学進学や留学を考えているという。父親にも将来の夢を話すようになった。父親は笑顔で野中さんへの感謝の言葉を口にする。「息子をどん底から救い出してくれた」

　●増える家庭の荒れ

　今、学校の教師に聞くと「悩みや病気を抱えた親が増えている」と口をそろえる。親の調子は子供に影響しやすい。「でも学校は子供の指導はできても親の指導・支援は難しい……」。ある小学校長は嘆く。

　野中さんが対応してきた事例でも劣悪な家庭環境は珍しくない。母親の育児放棄で何日も風呂に入れてもらえない。虐待を受け、ご飯も食べさせてもらえない。家には薬物中毒で暴れる親が待っている−−。

　野中さんは力を込めて言う。「子供が元気に学校へ行かれるにはどうすればいいか。警察、病院、児童相談所と連携し、法律や制度を活用して登校しやすい環境を作る。それがＳＳＷの役目です」【三木陽介】

　◇自治体予算で活用　人材は不足

　ＳＳＷの配置は２００８年度に文部科学省が初めて予算化した。１２年度、国の補助事業「ＳＳＷ活用事業」を活用した自治体（対象は都道府県、政令市、中核市）は６８。国の補助事業で活用したのをきっかけに、その後独自予算を組んで導入する自治体も少なくない。大阪府や福岡県はそれぞれ府県内市町村のうち約半数が独自予算でＳＳＷ事業を展開している。

　一方で「人材不足」という課題も浮上している。学校からは、その役割から社会福祉士や精神保健福祉士の国家資格を持った専門家を求める声が強い。だが、ＳＳＷに詳しい山野則子（やまののりこ）・大阪府立大教授の調査では、実際に活動しているＳＳＷのうち社会福祉士は４割弱、精神保健福祉士は約２割。元教員というケースが最も多い（５割強）。今回の記事で紹介した野中さんは両方の資格を持っている。

　専門性の高いＳＳＷを養成するために日本社会福祉士養成校協会は０９年度から協会の基準を満たしたカリキュラムを持つ大学・専門学校の認定制度を始めたが、まだ全国で２９校にとどまっている。
http://mainichi.jp/feature/news/20130527ddm013100023000c.html
・不登校:全国の小中学生１１万超　ネット依存などの課題も（５月３１日）
　文部科学省によると全国の不登校の小中学生数は１１万７４５８人（２０１１年度）。０１年度の１３万８７２２人をピークに減少傾向にはあるものの、割合はほぼ横ばいだ。

　スクールカウンセラーの配置が進み、東京都のチャレンジスクールや大阪府のクリエイティブスクールなど昼間も学べる定時制高校も各地に誕生。不登校の子どもを取り巻く環境は改善されているようにみえるが、専門家によればインターネットやスマートフォン（多機能携帯電話）の普及でネット依存症に陥り、小学校低学年から不登校となるなど新たな課題も浮かんでいるという。

　いじめや不登校などの問題に詳しい兵庫県立大の竹内和雄准教授は「不登校の問題を解決するには教師や保護者が子どもの本音をしっかり聞き、不登校の原因を取り除く努力をすべきだ」と指摘している。

http://mainichi.jp/select/news/20130531k0000e040244000c.html
＊読売新聞
・スマホからネットいじめ（５月１６日）

機能理解　親子で学ぶ姿勢

　スマートフォン（高機能携帯電話＝スマホ）の普及で、子どものネット利用が増えると、心配になるのがネットを使ったいじめ。親子で話し合い、ネットの使い方を学ぶことが必要だ。

　「据え置きのパソコンに比べ、持ち運びできるスマホは親の目が届きにくい。情報発信しやすくなり、いじめの道具に使われることが増えています」と話すのは、「全国ｗｅｂカウンセリング協議会」（東京）理事長の安川雅史さん。

　子どもだけが知る「学校裏サイト」と呼ばれる掲示板のほか、会員同士が交流できる「ソーシャル・ネットワーキング・サービス」（ＳＮＳ）などが、いじめの舞台になりやすい。

　こうしたサイトでは、検索で親などに発覚するのを防ぐため、隠語を使うことがある。「死ね」と言う場合も「市ね」「四ね」と書いたり、例えば「横浜」という地名なら「木」「黄」「三」「兵」と分解して書いたり。

　「いじめは巧妙で表面化しにくくなっています」と安川さん。

　メールも悪用される。他人の名前をかたって「うざい」といった内容のなりすましメールを大量に送りつける手法もある。

　「○○君は万引きをしている」「カンニングをした」といった事実とは異なることを、一般の人でも見ることが出来る掲示板に書き込むいじめもある。

　学校でもいじめを防ぐ対策は行われているが、ネットが苦手な教師も多く、子どもたちに追いついていないのが実情だ。

　それは親も同様。トラブルが発生した家庭で目立つのは、子どもにスマホを与えても、親自身は使っていないことだという。「持っていない場合は親も一緒に買うくらいの気持ちで。勉強していかないと、子どものいいなりになってしまう」

　子どもの様子を注意しておくことも必要。「着信にびくびくしていないか見てほしい。四六時中、スマホを見ているのも要注意です。届いたメールの返事が遅れるといじめられる雰囲気があるのかも」と話す。

　子どもが加害者になることもありうる。スマホを買い与える時に、親子で約束を決めることが必要だ。〈１〉人を傷つけるような書き込みはしない〈２〉個人情報を書き込まない〈３〉家族のいる居間で使う――など。

　フィルタリングと呼ばれる機能も活用しよう。「トレンドマイクロ」社のシニアプロダクトマネジャーの塩田行宏さんは「有害サイトはもちろん、いじめの温床ともなる掲示板やＳＮＳへの接続もできなくさせる。設定の仕方がわからなかったら携帯電話会社に相談して」と話す。ただ、スマホは携帯電話回線とは別に、インターネットの無線通信「Ｗｉ―Ｆｉ（ワイファイ）」が使える。「スマホの場合、携帯電話会社とは別に、ワイファイ用のフィルタリングソフトをいれてほしい」

　いったんいじめなどのトラブルになってしまった場合、学校とも相談しながら対処する。

　掲示板などに中傷の書き込みがあった場合は、掲示板の管理人に削除依頼をする。依頼の方法については、「全国ｗｅｂカウンセリング協議会」（http://www.web-mind.jp/）でも相談を受け付けている。被害者が未成年の場合は初回は無料。年間約１万６０００件の相談を受けているという。

	■子どものネット利用で、親が注意すること

	・一度ネットに書き込んだ内容は訂正できないと考え、内容に責任を持つ大切さを子どもに伝える
・ネット上の文字情報は読み手には冷たく伝わる特性がある。相手がどう感じるかをしっかり考えるように指導する
・フィルタリングを利用する。わからない場合は携帯電話会社などに相談を
・親も実際にスマホなどを使い、機能を理解しておく。子どものいいなりにならない
・スマホの他、携帯ゲーム機でもワイファイが使えることがある。子どもがこっそり利用することがないよう、購入時に確認する
（安川さん、塩田さんの話をもとに作成


http://www.yomiuri.co.jp/komachi/feature/20130510-OYT8T00563.htm
・産後の母子、施設でケア・・・新米ママの不安緩和（５月２７日）
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政府は、これまで手薄だった出産時の支援を強化するため、出産直後の母子を宿泊や日帰りで受け入れる「産後ケアセンター」を全国で整備する。
　核家族化で実家に頼れない妊産婦が増えるなか、出産で疲弊した母親の心身のケアや授乳支援などを行い、子育てのスタート期を応援するのが狙い。６月にまとめる「経済財政改革の基本方針（骨太の方針）」に盛り込み、来年度はモデル事業に取り組む。

　「産後ケアセンター」には助産師らが常駐し、産後の母体の回復や赤ちゃんの健康チェック、もく浴や抱き方などの指導や育児相談も行う。

　多世代同居が減り、産後に頼る人のない母親が増えている一方、出産時の入院期間は産科医不足のため以前の１週間から４、５日が一般化している。

　授乳にも慣れないまま退院し、育児不安や過労により、出産後に１割が産後うつを発症しているとされる。虐待に発展したり第２子以降の出産を困難にしたりするケースもあり、産後ケアの必要性が指摘されていた。

http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=78343
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